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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月１１日 １１時４２分ごろ 

発生場所 大分県大分市関埼東方沖 

  関埼灯台から真方位１０１°１,０７０ｍ付近 

（概位 北緯３３°１５.９′ 東経１３１°５４.８′） 

事故調査の経過 平成２５年７月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  貨物船  海運
かいうん

丸、４９８トン 

     １３４０９４、尾崎海運株式会社、個人所有 

     ７２.１１ｍ（Lr）×１２.００ｍ×７.２０ｍ、鋼 

     ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年３月 

Ｂ  漁船  昌吉
しょうきち

丸、４.８トン 

      ＯＴ３－４６６５７（漁船登録番号）、個人所有 

      ９.９０ｍ（Lr）×３.０８ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５８年６月２９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ 男性 ５８歳 

     五級海技士（航海） 

        免 許 年 月 日  昭和５３年１月２０日 

        免 状 交 付 年 月 日  平成２２年１１月１９日 

        免状有効期間満了日  平成２８年４月３日 

Ｂ  船長Ｂ 男性 ７７歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  昭和４９年１０月２５日 

        免許証交付日  平成２１年１月２７日 

                      （平成２６年６月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ  なし 

Ｂ  なし 

 損傷 Ａ  左舷船首部に擦過傷 

Ｂ  右舷船首部を圧壊、マストに曲損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、石灰石約１,６５０ｔを積載

し、船長Ａが単独で船橋当直に就き、手動操舵によって大分県臼杵市
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沖を北進中、濃霧となった。 

船長Ａは、関埼南東方沖において、法定灯火を表示し、汽笛による

霧中信号を行いながら、約１０ノット（kn）の速力で北進を続けてい

たところ、１.５海里（Ｍ）レンジのレーダー画面により、右舷船首

方からＡ船の進路を横切る態勢で接近するＢ船の映像を認め、その後

のＢ船の動静から、Ｂ船はＡ船の船首を通過するものと判断した。 

船長Ａは、左転して関埼と関埼北東方の平瀬灯標との中間付近に向

ける針路として北北西進中、レーダー映像でＡ船の船首至近をＢ船が

横切ったように見えたので、Ｂ船を目視で確認しようと思い、左舷ウ

イングに出て周囲を見回したところ、Ａ船の左舷船首付近で停船して

いるＢ船を見た。 

船長Ａは、Ａ船の左舷方にＢ船を見ながら通過したが、損傷してい

るようには見えず、Ａ船の船尾がＢ船を通過した頃、Ｂ船が南西進を

始めたので、何事もなかったものと思い、航行を続けていたところ、

海上保安庁からの連絡により、Ｂ船と衝突した可能性を指摘され、左

舷船首外板に擦過傷が生じていることを確認した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、愛媛県伊方町北方沖での操業

を終え、自動操舵により、約１０kn の速力で南西進して大分市佐賀関

漁港に向けて航行中、大分市高島と同市牛島との間を通過した頃、船

長Ｂが、３Ｍレンジのレーダー画面により、左舷船首方からＢ船の進

路を横切る態勢のＡ船の映像を認め、Ｂ船が保持船でＡ船が避航する

ものと思い、レーダーのレンジを０.５Ｍに切り替えて南西進を続け

た。 

船長Ｂは、その後、左舷船首方に汽笛（長音）を聞き、レーダーで

確認したＡ船から発せられたものと思い、まだ距離があったので、応

答のつもりで汽笛（長音）を鳴らし、針路及び速力を保持して南西進

を続けた。 

船長Ｂは、約１分後、左舷船首方に２度目の汽笛（長音）を聞いた

が、依然、Ｂ船が保持船であるとの思いから、Ａ船が避航するものと

思い、再度、汽笛（長音）を鳴らして南西進中、２度目の汽笛から約

１分後、真上方向から大きな汽笛（長音）を聞き、慌てて手動操舵に

切り替え、左舵一杯及び機関後進としたところ、平成２５年７月１１

日１１時４２分ごろＢ船の右舷船首とＡ船の左舷船首が衝突した。 

船長Ｂは、Ａ船の左舷ウイングに人が出てくるところを見たが、Ａ

船が航行を続けたため、Ｂ船の損傷を確認し、自力航行によって佐賀

関漁港に帰った後、所属漁業協同組合を通じて海上保安庁に事故の発

生を通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南、風力  １、視程 約２５０ｍ未満 

海象：潮流  南、波高  約１ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 船長Ａ及び船長Ｂは、衝突するまで相手船を視認していなかった。 
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 船長Ａは、本事故発生海域の航行経験が豊富にあり、毎回ほぼ同じ

コースを航行していた。 

船長Ａは、Ｂ船の汽笛は聞こえなかった。 

Ｂ船は、法定灯火を表示していなかった。 

Ｂ船は、操舵室に天窓が設けられており、船長Ｂは、天窓から顔を

出して見張りを行っていたが、レーダーを見る時は、操舵室内にしゃ

がむ必要があり、０.５Ｍレンジに切り替えた後は、レーダーを見て

いなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ船は、視界制限状態の関埼東方沖において、法定灯火を表示し、

汽笛を吹鳴しながら、手動操舵で北進中、船長Ａが、レーダー画面に

より、Ａ船の右舷方から左舷方へと横切る態勢のＢ船の映像を認めた

際、Ｂ船がＡ船の船首を通過するものと思い、左転して北北西進した

ことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、視界制限状態の関埼東方沖において、法定灯火を表示せ

ず、自動操舵で南西進中、船長Ｂが、レーダー画面により、Ｂ船の左

舷方から右舷方へと横切る態勢のＡ船の映像を認めた際、Ｂ船が保持

船であり、Ａ船が避航するものと思い、その後、レーダーによる見張

りを行わず、針路及び速力を保持して航行したことから、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因 本事故は、視界制限状態の関埼東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ

船が南西進中、船長Ａが、Ｂ船がＡ船の船首を通過するものと思い、

左転して北北西進し、また、船長Ｂが、Ｂ船が保持船であり、Ａ船が

避航するものと思い、針路及び速力を保持して航行したため、Ａ船と

Ｂ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・見張りを適切に行うこと。 

・視界制限状態においては、昼間であっても法定灯火を表示すること。 

・視界制限状態において、レーダーのみで他船を探知した場合、著

しく接近するか、衝突の虞がある場合は、十分余裕のある時期に

避航動作をとること。 

・視界制限状態において、他船の音響信号を正横より前方に聞いた

場合は、保針できる最小限度の速力とし、必要があれば停止して

衝突の危険がなくなるまで十分注意して航行すること。 

・霧中などの視界制限状態においては、複数人で見張りを行うこと

が望ましい。  


